
☆自動車事故が発生したら、以下のことをお願いいたします。

1

2

事故現場での措置

直ちに都道府県支部（パンフレット参照）に事故発生の
状況を連絡してください。

（1）けが人を救護する、（2）事故車を安全な場所へ、（3）警察への連絡は
     忘れずに、（4）相手の確認、（5）目撃者の確認、等々。

（1）事故日時、（2）事故場所、（3）事故状況と事故類型、（4）契約者の住所、
氏名、契約番号、（5）運転者氏名と契約者との関係、（6）被共済自動車の
車名、登録番号、（7）相手方の住所、氏名、車名、登録番号、等々。

◎詳細については、次頁「職員自動車事故発生状況報告書」をご利用い
ただき、FAX等でご連絡お願いいたします。

都道府県支部が休日・夜間の場合は、上記に事故報告をお願いいたします。
★ 休日・夜間の受付　0120-258459 ★

ジコハホーコク

☆受付時間　　土・日曜、祝祭日、年末年始、
平日（当日午後５時～翌日午前９時）





（10.4 10×2,000）




